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113 1910年代の韓日教会とリベラル・デモクラシー

【
第
二
回
日
韓
キ
リ
ス
ト
教
関
係（
交
流
）史
研
究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

一
九
一
〇
年
代
の
韓
日
教
会
と
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

――
現
代
が
学
ぶ
べ
き
こ
と

松　

本　
　

周

韓
国
キ
リ
ス
ト
教
の
最
大
教
派
で
あ
る
大
韓
イ
エ
ス
教
長
老
会
統
合
派
の
神
学
大
学
院
、
長
老
会
神
学
大
学
校
の
皆
様
へ
、

主
に
あ
る
兄
弟
姉
妹
の
敬
愛
を
こ
め
て
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。
二
〇
〇
八
年
に
貴
校
と
聖
学
院
大
学
と
の
提
携
が
結
ば
れ

て
以
来
、
研
究
交
流
が
い
く
つ
か
の
形
で
実
現
し
、
そ
の
一
つ
と
し
て
今
日
が
あ
る
こ
と
を
感
謝
に
存
じ
ま
す
。
大
木
英
夫
教

授
（
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
所
長
）
と
阿
久
戸
光
晴
教
授
（
聖
学
院
理
事
長
・
大
学
学
長
）
の
心
か
ら
の
友
情
と
感
謝
の
思

い
を
お
伝
え
い
た
し
ま
す
。

そ
し
て
二
〇
一
一
年
と
い
う
こ
の
年
に
あ
っ
て
、
韓
国
・
長
老
会
神
学
大
学
校
の
皆
様
へ
格
別
な
る
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い

と
思
い
ま
す
。
三
月
一
一
日
以
来
の
震
災
に
よ
る
日
本
の
困
難
に
対
し
て
、
皆
様
か
ら
賜
っ
た
祈
り
と
支
援
と
を
忘
れ
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
三
月
一
六
日
（
水
）
午
前
一
一
時
か
ら
、
長
老
会
神
学
大
学
校
ハ
ン
・
ギ
ョ
ン
ジ
ッ
（
韓
景
職
）
記
念
礼

拝
堂
に
於
い
て
、
日
本
の
大
地
震
と
津
波
の
被
害
に
関
連
し
、
特
別
祈
祷
会
と
救
援
献
金
を
募
る
時
を
も
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ

と
を
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
張
永
日
総
長
先
生
か
ら
は
、
学
校
法
人
聖
学
院
の
状
況
を
覚
え
て
お
便
り
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
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114

た
。
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
思
い
を
、
大
き
な
具
体
的
な
形
で
表
し
て
く
だ
さ
り
、
日
本
を
覚
え
て
励
ま
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と

に
、
重
ね
て
の
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
洛
雲
海
博
士
の
外
国
人
専
任
教
授
就
任
を
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。
神
学
校
で
の
先
輩
で
あ
る
洛
雲
海
教
授
を
、
個

人
的
に
も
尊
敬
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
た
び
の
長
老
会
神
学
大
学
校
教
授
ご
就
任
と
お
働
き
を
通
し
て
、
韓
日
の

キ
リ
ス
ト
教
会
の
交
流
が
、
ま
た
貴
校
と
聖
学
院
大
学
と
の
交
流
が
よ
り
豊
か
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
お
り

ま
す
。Ⅰ

．
は
じ
め
に
――
本
講
演
の
視
座
と
目
的

大
韓
民
国
憲
法
・
前
文　
　
「
悠
久
な
歴
史
と
伝
統
に
輝
く
我
が
大
韓
国
民
は
、
三
・
一
運
動
で
打
ち
建
て
ら
れ
た
大
韓
民
国
臨
時
政
府

の
法
的
正
統
性
と
、
不
義
に
抗
拒
し
た
四
・
一
九
民
主
理
念
を
継
承
し
、
祖
国
の
民
主
改
革
と
平
和
的
統
一
の
使
命
に
立
脚
し
、
正
義
、
人

道
お
よ
び
同
胞
愛
を
も
っ
て
民
族
の
団
結
を
鞏
固
に
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
の
弊
習
と
不
義
を
打
破
す
る
。
自
立
と
調
和
を
基
に
し
て
自
由

民
主
的
基
本
秩
序
を
よ
り
一
層
、
確
固
た
る
も
の
に
し
、
政
治
、
経
済
、
社
会
、
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
い
て
各
人
の
機
会
を
均
等
に

し
て
、
能
力
を
最
高
度
に
発
揮
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
。
自
由
と
権
利
に
し
た
が
っ
た
責
任
と
義
務
を
完
遂
さ
せ
て
、
内
で
は
国
民
生
活
の
均

等
な
向
上
を
帰
し
、
外
で
は
恒
久
な
世
界
平
和
と
人
類
の
共
栄
に
貢
献
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
ら
と
我
ら
の
子
孫
の
安
全
、
自
由
と
幸
福

を
永
遠
に
確
保
す
る
こ
と
を
誓
い
つ
つ
、
一
九
四
八
年
七
月
一
二
日
に
制
定
し
、
八
回
に
渡
っ
て
改
正
さ
れ
た
憲
法
は
、
こ
こ
に
国
会
の
議

決
を
経
て
、
国
民
投
票
に
よ
り
こ
れ
を
改
正
す
る
。　

一
九
八
七
年
一
〇
月
二
九
日
）
1
（

」
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115 1910年代の韓日教会とリベラル・デモクラシー

日
本
国
憲
法
・
前
文　
　
「
日
本
国
民
は
、
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国
会
に
お
け
る
代
表
者
を
通
じ
て
行
動
し
、
わ
れ
ら
と
わ
れ
ら
の
子
孫

の
た
め
に
、
諸
国
民
と
の
協
和
に
よ
る
成
果
と
、
わ
が
国
全
土
に
わ
た
っ
て
自
由
の
も
た
ら
す
恵
沢
を
確
保
し
、
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再

び
戦
争
の
惨
禍
が
起
る
こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
こ
こ
に
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
こ
の
憲
法
を
確
定
す

る
。
そ
も
そ
も
国
政
は
、
国
民
の
厳
粛
な
信
託
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
威
は
国
民
に
由
来
し
、
そ
の
権
力
は
国
民
の
代
表
者
が
こ

れ
を
行
使
し
、
そ
の
福
利
は
国
民
が
こ
れ
を
享
受
す
る
。
こ
れ
は
人
類
普
遍
の
原
理
で
あ
り
、
こ
の
憲
法
は
、
か
か
る
原
理
に
基
く
も
の
で

あ
る
。
わ
れ
ら
は
、
こ
れ
に
反
す
る
一
切
の
憲
法
、
法
令
及
び
詔
勅
を
排
除
す
る
。（
以
下
、
略
）」

第
十
章 

最
高
法
規 

第
九
七
条　
　
「
こ
の
憲
法
が
日
本
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力

の
成
果
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
過
去
幾
多
の
試
練
に
堪
へ
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
対
し
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権

利
と
し
て
信
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。」

（
一
九
四
六
・
一
一
・
三
公
布
、
一
九
四
七
・
五
・
三
施
行
）

本
講
演
の
視
座
と
目
的
――
そ
れ
は
ま
た
本
共
同
研
究
に
お
け
る
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
の
視
点
で
も
あ
る
が
――
を
述
べ
る
に
あ

た
り
、
冒
頭
に
大
韓
民
国
と
日
本
国
の
憲
法
を
引
用
し
た
。
な
ぜ
な
ら
両
国
憲
法
が
共
有
す
る Liberal D

em
ocracy

の
理
念
が
、
い
か
な

る
歴
史
的
動
向
を
通
し
て
両
国
の
基
礎
構
造
（C

onstitution

）
に
採
用
さ
れ
た
の
か
。D

em
ocratization

の
歴
史
動
向
と
の
関
係
か
ら
、

一
九
一
〇
年
代
の
世
界
動
向
と
教
会
を
把
捉
す
る
こ
と
を
、
本
講
演
は
目
指
す
か
ら
で
あ
る
。

本
共
同
研
究
の
提
案
趣
旨
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
日
韓
の
キ
リ
ス
ト
教
史
を
一
九
一
〇
年
を
起
点
に
、
日
韓
関
係
の
未
来
に

向
け
て
前
向
き
に
捉
え
な
お
す
。
北
朝
鮮
、
中
国
を
視
野
に
入
れ
、
北
東
ア
ジ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
会
の
交
流
と
協
力
の
基
礎
を
築
く
。
ま
た

研
究
の
基
礎
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
制
定
さ
れ
た
日
韓
両
国
の
憲
法
研
究
を
置
く
」。
こ
の
研
究
姿
勢
に
立
脚
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
史
を
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単
に
一
国
史
か
ら
で
は
な
く
、
交
流
史
・
国
際
関
係
史
の
中
で
捉
え
て
い
く
共
同
研
究
が
構
想
さ
れ
た
。

無
論
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
の
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
国
際
的
視
点
が
完
全
に
無
視
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
日
本
キ
リ

ス
ト
教
史
研
究
の
開
拓
者
の
一
人
で
あ
っ
た
石
原
謙
は
、
日
本
へ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
伝
道
を
単
独
で
考
え
て
は
な
ら
ず
、
欧
米
ミ
ッ
シ
ョ

ン
に
よ
る
東
洋
伝
道
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
た
）
2
（

。
た
だ
し
そ
の
著
作
に
お
い
て
中
国
で
の
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
に
は
多
く

の
記
述
が
割
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
韓
半
島
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
と
は
別
に
、
韓
日
キ
リ
ス
ト
教
史
に
注
目

し
た
研
究
者
と
し
て
土
肥
昭
夫
お
よ
び
同
志
社
大
学
を
通
じ
て
彼
に
連
な
る
人
々
が
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
に
よ
る
韓
半
島
支
配
時

代
の
行
状
と
、
戦
後
「
戦
争
責
任
告
白
」
を
特
定
の
仕
方
で
な
し
た
か
ど
う
か
を
特
に
問
題
と
す
る
そ
の
視
点
）
3
（

で
は
、
真
の
意
味
で
の
神
学

的
か
つ
倫
理
学
的
な
研
究
た
り
得
な
い
と
考
え
る
。
本
講
演
は
、
日
本
統
治
時
代
へ
の
真
摯
な
反
省
を
ふ
ま
え
、
そ
う
し
た
倫
理
的
逸
脱
を

も
た
ら
し
た
要
因
を
視
野
の
中
に
置
き
、
そ
の
上
で
現
在
と
将
来
の
教
会
が
過
去
の
過
ち
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
何
が
必
要
か
、
ま
た
歴

史
形
成
に
何
を
も
っ
て
貢
献
す
べ
き
か
を
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
倫
理
の
課
題
と
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

関
連
し
て
、
本
講
演
に
お
け
る D

em
ocracy 
の
表
記
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。
お
そ
ら
く
現
在
の
一
般
的
用
法
と
し
て
は
両

国
共
通
に
「
民
主
主
義
」
の
訳
語
を
当
て
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
「
民
主
主
義
」
と
い
う
翻
訳
語
に
お
い
て
、Liberal 

D
em

ocracy 

本
来
の
含
意
が
正
確
に
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
は
、
疑
問
を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
日
本
の
例
で
は
「
自
由
民
主
」

を
党
名
と
し
て
掲
げ
た
政
党
が
長
く
政
権
与
党
で
あ
っ
た
が
、Liberal D

em
ocracy

の
理
念
を
体
現
し
て
い
た
と
み
る
者
は
日
本
に
ほ

と
ん
ど
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
本
講
演
の
中
で
も
触
れ
る
が
、
一
九
一
〇
年
代
の
日
本
で
はD

em
ocracy

を
何
と
訳
す
か
自
体
が
、

D
em

ocracy 

理
解
と
関
係
し
て
論
議
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
韓
国
で
も
類
似
の
事
柄
は
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。
例
え
ば
本
講
演
文
中
で

D
em

ocratization 

と
述
べ
る
場
合
、
そ
れ
は
貴
国
で
の
「
民
主
化
闘
争
」
を
強
力
に
支
援
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
教
派
の
思
想
を
指
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
相
当
異
な
っ
た
理
解
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
報
道
に
よ
れ
ば
、
韓
国
の
教
科
書
で
国
の
あ
り
方
に
つ
い
て
「
自

由
民
主
主
義
」
と
明
記
す
る
と
の
政
府
方
針
に
対
し
、
左
翼
系
の
学
者
な
ど
か
ら
強
い
反
発
が
起
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
い
く
つ
か
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117 1910年代の韓日教会とリベラル・デモクラシー

の
例
を
挙
げ
た
が
、
こ
う
し
た
訳
語
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
、
引
用
文
な
ど
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
文
中
で
は

Liberal D
em

ocracy 

と
表
記
す
る
こ
と
を
了
解
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

な
お
本
講
演
で
言
及
す
る
歴
史
諸
事
象
の
年
代
記
的
理
解
に
あ
た
っ
て
は
、
付
属
の
年
表
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

Ⅱ
．
三
・
一
独
立
運
動
へ
の
過
程
――
〈
民
族
自
決
〉
と
韓
国
教
会

「
一
〇
五
人
事
件
」
は
、
日
本
に
よ
る
韓
国
強
制
併
合
の
翌
年
、
一
九
一
一
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
임
희
국
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「
日
帝
朝
鮮
総
督
府
は
、
韓
国
の
反
日
民
族
勢
力
を
除
去
す
る
目
的
で
、
合
法
性
を
仮
装
し
、
大
規
模
の
弾
圧
事
件
を
捏
造
し
た
。

当
時
、
こ
の
事
件
の
名
前
は
『
寺
内
総
督
暗
殺
未
遂
事
件
』
で
あ
っ
た
。
日
帝
は
、
こ
の
事
件
を
捏
造
す
る
た
め
に
、
一
九
一
一
年
、
陰
暦

九
月
三
日
、
宣
川
の
信
聖
中
学
校
に
警
察
が
入
り
、
教
師
と
学
生
た
ち
を
逮
捕
し
、
ソ
ウ
ル
に
押
送
し
た
。
日
帝
は
、
前
も
っ
て
造
っ
て
お

い
た
筋
書
に
従
い
、
尋
問
官
が
、
事
件
内
容
を
並
べ
あ
げ
、
被
疑
者
が
「
は
い
」
と
答
え
る
ま
で
、
驚
く
ほ
ど
の
拷
問
を
加
え
た
。
拷
問
に

耐
え
た
が
、
も
う
、
そ
れ
以
上
、
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
人
々
は
、
尋
問
過
程
で
死
亡
し
た
。
結
局
、
被
疑
者
の
中
で
、
何
人
か
を
除
外
し
た

起
訴
者
、
全
て
は
、
拷
問
に
打
ち
勝
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
虚
偽
の
自
白
を
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
、
逮
捕
さ
れ
、

法
廷
に
起
訴
さ
れ
た
人
の
数
は
、
一
二
三
名
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
一
〇
五
名
が
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
そ
の
た
め
、
今
日
、
こ
の
事
件

を
『
一
〇
五
人
事
件
』
と
呼
ぶ
）
4
（

」。
以
上
が
事
件
の
概
要
で
あ
る
。

事
件
の
報
に
接
し
て
、
日
本
の
有
力
な
教
会
指
導
者
の
一
人
、
植
村
正
久
は
次
の
よ
う
に
反
応
し
た
。「
こ
の
事
件
に
つ
い
て
遺
憾
千
万

に
感
ず
る
こ
と
少
な
か
ら
ざ
る
う
ち
、
次
に
掲
ぐ
る
二
つ
の
ご
と
き
は
、
そ
の
も
っ
と
も
甚
だ
し
き
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
。
第
一
、
朝
鮮

法
廷
に
お
け
る
陰
謀
事
件
裁
判
の
報
告
が
日
本
内
地
の
新
聞
紙
に
由
っ
て
詳
細
に
報
道
さ
れ
て
居
ら
ぬ
。
彼
ら
被
告
人
の
う
ち
に
は
拷
問
を
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せ
ら
れ
た
り
と
か
、
そ
の
他
自
己
に
利
益
あ
る
点
を
、
時
と
し
て
随
分
き
わ
ど
く
陳
弁
す
る
な
ど
、
種
々
の
申
し
立
を
な
し
て
居
る
け
れ

ど
、
普
通
な
ら
ば
か
か
る
こ
と
に
抜
目
な
き
東
京
始
め
内
地
の
諸
新
聞
に
こ
れ
を
詳
細
に
記
載
し
た
も
の
が
皆
無
で
あ
る
。
…
…
と
に
か
く

朝
鮮
陰
謀
事
件
〔
一
〇
五
人
事
件
〕
に
つ
き
、
日
本
国
民
は
適
当
な
る
通
信
機
関
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
或
る
意
味
に
お
い
て
内
地
人
に

は
陰
謀
事
件
の
公
判
は
さ
な
が
ら
秘
密
審
問
で
も
あ
っ
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
れ
は
朝
鮮
陰
謀
事
件
に
つ
い
て
、
吾
人
の
最
も
深
く

残
念
に
思
う
一
つ
だ
）
5
（

」。
こ
の
指
摘
に
表
れ
て
い
る
ご
と
く
、
一
〇
五
人
事
件
の
検
挙
と
裁
判
に
つ
い
て
、
日
本
国
内
で
の
報
道
は
皆
無
で

あ
っ
た
。
一
般
国
民
は
事
件
の
発
生
に
対
し
て
す
ら
、
情
報
が
遮
断
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
植
村
が
当
該
事
件
の
発
生
と
経
緯
を
知
り
得

た
の
は
、
英
字
新
聞
を
通
し
て
で
あ
っ
た
。
植
村
は
、
言
論
の
自
由
の
侵
害
で
あ
る
、
こ
の
事
件
に
お
け
る
日
本
政
府
の
報
道
規
制
を
問
題

と
し
て
批
判
す
る
。

さ
ら
に
植
村
は
な
お
一
点
、
拷
問
の
有
無
も
問
題
と
し
た
。「
拷
問
を
受
け
た
り
と
は
、
被
告
人
の
最
多
数
が
法
廷
に
お
い
て
叫
ん
だ
と

こ
ろ
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
き
は
朝
鮮
ば
か
り
で
な
く
、
内
地
の
警
察
に
お
い
て
も
折
々
耳
に
す
る
と
こ
ろ
、
す
こ
ぶ
る
吾
人
を
疑
惑
せ
し

む
る
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
機
会
に
お
い
て
日
本
の
警
察
に
拷
問
の
秘
密
に
行
わ
る
る
と
い
う
事
実
の
有
無
を
底
の
底
ま
で
探
究
し
て
こ
れ
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
甚
だ
必
要
で
あ
る
。
日
本
国
民
の
名
誉
を
保
つ
上
に
お
い
て
も
甚
だ
必
要
で
あ
る
。
か
か
る
忌
わ
し
き
事
実
が
あ

る
な
ら
ば
、
一
旦
こ
れ
を
暴
露
す
る
の
不
面
目
を
蒙
る
と
も
、
立
派
に
改
善
の
途
を
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
次
第
で
あ
る
。
た
だ
陰
謀
事
件
の
被

告
人
を
裁
判
す
る
の
み
な
ら
ず
、
拷
問
事
件
を
審
査
す
る
の
も
甚
だ
大
切
で
あ
る
と
思
う
）
6
（

」。
こ
こ
に
は
植
村
の
人
権
に
対
す
る
鋭
敏
な
感

覚
、
当
時
の
時
代
状
況
に
鑑
み
て
、
き
わ
め
て
洞
察
力
に
富
ん
だ
認
識
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
植
村
が
問
題
と
し
た
二
つ
の
点
は
い

ず
れ
も
、
基
本
的
人
権
と
し
て
の
自
由
権
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
はLiberal D

em
ocracy 

理
念
の
中
核
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
侵
犯
す

る
疑
い
は
明
瞭
に
晴
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
植
村
の
主
張
の
骨
子
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
、
植
村
の
拠
っ
て
立
つ

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
社
会
倫
理
の
伝
統
が
看
取
さ
れ
る
。

現
代
的
視
点
か
ら
捉
え
れ
ば
、
日
本
の
韓
半
島
支
配
に
お
け
る
弾
圧
事
件
の
非
人
道
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
上
で
研
究
の
視
点
と
し
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て
は
、
な
ぜ
当
時
の
日
本
が
こ
の
よ
う
な
苛
烈
な
支
配
姿
勢
に
立
脚
し
得
た
の
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
に
国
際
関
係
上
の
日
本
の
位
置
が

関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
九
一
〇
年
当
時
、
国
際
政
治
の
舞
台
で
日
本
の
位
置
を
強
く
規
定
し
て
い
た
の
は
「
日
英
同

盟
」
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
二
年
に
締
結
さ
れ
た
こ
の
同
盟
を
通
し
て
、
日
本
は
清
国
で
の
権
益
を
め
ぐ
る
ロ
シ
ア
と
の
対
立
に
強
力
な
後
ろ

盾
を
確
保
し
、
一
九
〇
四
年
か
ら
〇
五
年
に
か
け
て
の
日
露
戦
争
に
踏
み
切
っ
た
。
そ
し
て
一
九
〇
五
年
八
月
の
第
二
次
日
英
同
盟
協
約
調

印
の
際
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
特
権
と
日
本
の
韓
半
島
に
対
す
る
支
配
権
を
認
め
合
い
、
清
国
に
対
す
る
両
国
の
機
会
均
等
が

定
め
ら
れ
た
。
同
年
九
月
五
日
に
日
露
講
和
条
約
が
調
印
さ
れ
て
日
露
戦
争
が
終
結
し
た
。
そ
の
後
時
を
置
か
ず
に
日
本
は
一
一
月
一
七
日

に
第
二
次
日
韓
協
約
（
乙
巳
条
約
）
に
よ
り
、
韓
半
島
へ
の
支
配
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
背
後
に
日
英
同
盟
を
通
し
て
列
強
の
承

認
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
判
断
が
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
一
〇
五
人
事
件
」
勃
発
と
同
年
の
一
九
一
一
年
に
は
日
英
同
盟
第
三
次
の
調
印
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
際
の
改
定
で
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を

交
戦
対
象
外
と
す
る
と
の
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
日
本
に
対
す
る
強
い
警
戒
心
の
表
れ
で
あ
っ
た
。

こ
れ
以
後
も
日
本
は
日
英
同
盟
を
国
際
関
係
上
の
基
軸
と
し
、
一
九
一
四
年
に
勃
発
し
た
第
一
次
世
界
大
戦
で
は
イ
ギ
リ
ス
と
対
戦
し
た
ド

イ
ツ
に
対
し
て
、
同
盟
の
自
動
参
戦
規
定
に
従
っ
て
宣
戦
布
告
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
主
戦
場
と
し
た
こ
の
第
一
次
大
戦
に
、
日
本
は
連
合

国
の
一
員
と
し
て
ア
ジ
ア
で
参
戦
し
、
当
時
ド
イ
ツ
領
と
な
っ
て
い
た
青
島
を
陥
落
さ
せ
、
戦
勝
国
の
一
角
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
記

憶
す
べ
き
は
、
こ
の
時
点
で
日
本
は
「
連
合
国
」
側
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
第
一
世
界
大
戦
の
戦
後
処
理
の
中
で
、
従
来
の
二
国
間
同
盟
に
よ
る
合
従
連
衡
と
は
異
な
る
、
世
界
各
国
参
加
に
よ
る
国
際
秩
序

の
枠
組
み
が
模
索
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
参
戦
に
あ
た
っ
て
「
民
主
主
義
に
と
っ
て
世
界
を
安
全
な
も
の
と
す
る
」

と
訴
え
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
）
7
（

は
、
戦
後
の
国
際
秩
序
と
し
て
国
際
連
盟
設
立
ま
た
民
族
自
決
主
義
を
提

唱
し
た
。
こ
の
国
際
政
治
の
潮
流
の
変
化
と
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
日
本
警
戒
の
流
れ
に
お
い
て
、
一
九
二
一
年
に
日
英
同
盟
廃
棄
が
決
定
す

る
。「
三
・
一
独
立
運
動
」
は
こ
う
し
た
国
際
政
治
情
勢
下
で
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
る
民
族
自
決
主
義
と
の
呼
応
関
係
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
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の
で
あ
る
。

〈
民
族
自
決
〉
と
一
般
に
称
さ
れ
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
主
張
は
、
一
九
一
七
年
一
月
二
二
日
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
議
会
上
院
で
の
「
勝
利
な
き

平
和
」
演
説
に
お
い
て
明
確
な
形
で
提
唱
さ
れ
た
。「
い
か
な
る
国
家
も
、
ほ
か
の
国
家
ま
た
は
国
民
に
対
し
て
自
ら
の
政
体
の
拡
張
を
求

め
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
強
大
国
も
小
国
も
、
す
べ
て
の
国
民
は
、
誰
か
ら
も
妨
害
を
う
け
る
こ
と
な
く
、
誰
か
ら
も
脅
か
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
何
を
も
恐
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
政
体
、
自
ら
の
発
展
方
法
を
自
由
に
決
定
し
う
る
よ
う
な
立
場
に
お
か
れ
る
べ
き
で
あ
る

こ
と
を
私
は
提
案
し
ま
す
）
8
（

」。
こ
の
理
念
の
提
唱
は
、
世
界
各
地
で
植
民
地
支
配
に
置
か
れ
て
い
た
人
々
に
希
望
を
与
え
、
各
々
の
独
立
運

動
に
精
神
的
支
柱
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
た
。
韓
半
島
に
お
い
て
も
そ
れ
は
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
時
期
、
韓
半
島
に
お
い
て
は
一
般
的
に
「
武
断
政
治
」
と
呼
称
さ
れ
る
帝
国
日
本
・
朝
鮮
総
督
府
の
強
圧
的
な
侵
略
統
治
が
な
さ
れ

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
先
の
一
〇
五
人
事
件
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
過
酷
な
弾
圧
が
な
さ
れ
つ
つ
も
、
民
族
独
立
、
日
本
へ
の
抵
抗
運
動
は
継

続
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
ら
が
一
九
一
九
年
の
「
三
・
一
独
立
運
動
」
へ
結
び
つ
い
て
い
っ
た
。
そ
の
諸
要
因
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
解

説
さ
れ
て
い
る
。「
一
九
一
九
年
三
・
一
万
歳
運
動
が
起
っ
た
背
景
は
、
日
帝
の
武
断
政
治
と
、
経
済
侵
略
、
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領W

ilson

と
ロ
シ
ア
の
民
族
自
決
原
則
宣
言
、
高
宗
고
종
の
崩
御
に
対
す
る
、
臣
民
的
な
痛
み
と
、
彼
の
毒
殺
事
件
の
思
い
か
ら
く
る
、
民
族
の
怒
り

と
不
満
の
爆
発
で
あ
る
と
知
ら
さ
れ
て
い
る
）
9
（

」。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
運
動
の
要
因
に
は
、
日
本
の
苛
烈
な
支
配
に
対

す
る
抵
抗
運
動
と
い
う
内
的
側
面
と
、
国
際
情
勢
、
特
に
〈
民
族
自
決
〉
提
唱
と
い
う
外
的
側
面
と
の
相
互
作
用
が
あ
っ
た
。
三
・
一
運
動

の
「
宣
言
書
」
で
は
こ
の
点
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

我
等
は
茲
に
我
朝
鮮
国
の
独
立
国
た
る
こ
と
及
朝
鮮
人
の
自
由
民
た
る
こ
と
を
宣
言
す
。
此
を
以
て
世
界
万
邦
に
告
ぐ
人
道

平
等
の
大
義
を
克
明
し
、
此
を
以
て
子
孫
万
代
に
諮
へ
民
族
自
存
の
正
権
を
永
有
せ
し
む
。
半
万
年
歴
史
の
権
威
に
伏
り
て
此

を
宣
言
し
、
二
千
万
民
衆
の
誠
忠
を
合
し
て
此
を
佈
明
し
、
民
族
の
恒
久
一
の
如
き
自
由
発
展
の
為
め
に
此
を
主
張
し
、
人
類
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的
良
心
の
発
露
に
基
因
し
た
る
世
界
改
造
の
大
機
運
に
順
応
前
進
せ
ん
が
為
此
を
提
起
す
る
も
の
な
り
。
是
れ
天
の
明
命
、
時

代
の
大
勢
、
全
人
類
共
存
同
生
権
の
正
当
な
る
発
動
な
り
。
天
下
何
物
と
雖
も
此
を
沮
止
抑
制
し
得
ず
。
…
…

今
日
吾
人
の
朝
鮮
独
立
は
朝
鮮
人
を
し
て
正
当
な
る
正
策
を
遂
け
し
む
る
と
同
時
に
日
本
を
し
て
邪
路
よ
り
出
で
て
東
洋
の

支
持
者
た
る
重
責
を
全
ふ
せ
し
め
ん
と
し
、
支
那
を
し
て
夢
寝
に
も
免
れ
能
は
ざ
る
不
安
恐
怖
よ
り
脱
出
せ
し
め
ん
と
し
、
又

東
洋
平
和
上
重
要
な
る
一
部
を
な
す
世
界
平
和
、
人
類
幸
福
に
必
要
な
る
階
段
た
ら
し
め
ん
と
す
る
も
の
な
り
。
是
れ
豈
区
々

た
る
感
情
上
の
問
題
な
ら
ん
や
。

嗚
呼
新
天
地
は
眼
前
に
展
開
せ
ら
れ
た
り
。
威
力
の
時
代
は
去
り
て
道
義
の
時
代
は
来
れ
り
。
過
去
全
世
紀
練
磨
長
養
せ
ら

れ
た
る
人
道
的
精
神
は
第
二
新
文
明
の
曙
光
を
人
類
の
歴
史
に
投
射
し
始
め
た
り
。
新
春
は
世
界
に
来
た
り
て
万
物
の
回
蘇
を

催
進
し
つ
つ
あ
り
。
凍
氷
寒
雪
に
呼
吸
を
開
蟄
し
た
り
し
も
の
彼
の
一
時
の
勢
な
り
と
せ
ば
和
風
暖
陽
に
気
脉
を
振
舒
す
る
は

此
れ
一
時
の
勢
な
り
。
天
地
の
復
運
に
際
し
世
界
の
変
潮
に
乗
じ
た
る
吾
人
は
何
ら
の
躊
躇
な
く
何
等
の
忌
憚
す
べ
き
な
し
。

我
が
固
有
の
自
由
権
を
護
全
し
生
旺
の
楽
を
飽
享
す
べ
く
我
が
自
足
の
独
創
力
を
発
揮
し
て
春
満
て
る
大
界
に
民
族
的
精
華
を

結
紐
す
べ
き
な
り
。（
以
下
、
略
）
10
（

）

ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
る
民
族
自
決
論
の
影
響
は
、
国
家
の
独
立
と
民
族
の
自
由
宣
言
が
結
び
つ
い
て
お
り
、
ま
た
「
民
族
自
存
の
正
権
」
に

よ
り
そ
れ
を
根
拠
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
最
も
明
瞭
に
見
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
宣
言
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
朝
鮮
独
立
」
は
一
国
一

民
族
の
事
柄
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
日
本
を
し
て
邪
路
よ
り
出
で
て
東
洋
の
支
持
者
た
る
重
責
を
全
ふ
せ
し
め
ん
」
た
め
で
も
あ
る
と
述

べ
る
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
独
立
宣
言
は
韓
国
と
日
本
と
の
間
の
「
感
情
上
の
問
題
」
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
威
力
の
時
代
は
去
り

て
道
義
の
時
代
は
来
れ
り
」
と
の
世
界
史
的
動
向
に
棹
差
し
た
も
の
と
し
て
「
我
が
固
有
の
自
由
権
」
の
表
明
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
宣
言
書
」
の
朗
読
と
続
く
万
歳
唱
を
も
っ
て
三
・
一
運
動
は
開
始
さ
れ
た
。「
三
・
一
万
歳
運
動
は
、
平
和
的
に
進
行
さ
れ
た
。
そ
れ
に
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も
か
か
わ
ら
ず
、
日
帝
の
残
酷
な
武
力
に
よ
り
鎮
圧
さ
れ
た
。
日
帝
総
督
府
の
公
式
発
表
に
よ
る
と
、
こ
の
万
歳
デ
モ
に
参
加
し
た
群
衆
の

数
は
、
五
一
〇
、〇
〇
〇
名
と
推
定
さ
れ
、
こ
の
期
間
に
逮
捕
さ
れ
、
控
訴
さ
れ
た
人
は
、
一
九
、〇
五
四
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
独
立
運
動
の

背
後
勢
力
が
、
教
会
で
あ
る
と
見
た
、
日
帝
は
、
警
察
と
憲
兵
の
兵
力
で
、
教
会
を
破
損
し
、
火
を
つ
け
て
、
教
会
員
を
捕
ま
え
押
し
込
め

た
。
い
ち
ば
ん
代
表
的
な
例
が
、
水
原
の
提
岩
里
教
会
焼
殺
事
件
で
あ
っ
た
）
11
（

」。
き
わ
め
て
抑
制
的
な
筆
致
で
は
あ
る
が
、
記
さ
れ
た
内
容

は
重
大
で
あ
る
。「
威
力
」
で
な
く
「
道
義
」
を
掲
げ
た
非
暴
力
の
万
歳
運
動
に
対
し
て
、
武
力
に
よ
る
鎮
圧
そ
れ
も
虐
殺
を
伴
っ
た
弾
圧

が
な
さ
れ
た
。
本
年
八
月
、
私
は
提
岩
教
会
に
あ
る
記
念
館
を
訪
れ
た
。
展
示
の
残
虐
さ
は
直
視
に
耐
え
な
い
と
さ
え
思
わ
れ
た
が
、
日
本

人
と
し
て
正
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
深
く
心
に
刻
み
つ
け
た
。

Ⅲ
．
日
本
の
教
会
で
の
三
・
一
運
動
の
受
け
止
め
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
解

三
・
一
運
動
と
そ
れ
に
対
す
る
日
本
の
苛
烈
な
弾
圧
に
つ
い
て
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
会
で
は
ど
の
よ
う
な
受
け
止
め
が
な
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
か
。
先
行
研
究
で
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
の
は
、
日
本
組
合
基
督
教
会
に
お
け
る
渡
瀬
常
吉
と
柏
木
義
円
の
論
争
で
あ
り
、
ま
た
日

本
基
督
教
会
の
機
関
誌
『
福
音
新
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
鈴
木
高
志
の
報
告
「
朝
鮮
の
事
変
に
つ
い
て
」
お
よ
び
斎
藤
勇
の
詩
「
或
る
殺
戮
事

件
」
な
ど
で
あ
る
）
12
（

。

け
れ
ど
も
今
回
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
ず
、
し
か
し
本
講
演
の
主
題Liberal D

em
ocracy

と
キ
リ
ス
ト
教
会
に
つ
い
て
、
き
わ

め
て
重
要
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
史
料
を
取
り
上
げ
た
い
。
そ
れ
は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
動
向
を
把
握
す
る
上
で
の
代
表
的
な
年
鑑

『
基
督
教
年
鑑
』（『
キ
リ
ス
ト
教
年
鑑
』
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
発
行
と
し
て
現
存
）
の
一
九
一
九
年
（
大
正
八
年
）
版
緒
言
の
文
章
で
あ
る
）
13
（

。

長
く
な
る
が
、
以
下
に
引
用
す
る
。
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四
年
間
に
渡
っ
た
世
界
の
大
戦
争
は
、
昨
年
十
一
月
十
一
日
の
休
戦
条
約
を
以
っ
て
目
出
度
連
合
軍
の
勝
利
を
以
て
終
結
を

つ
げ
た
。
…
…
然
る
に
ウ
ヰ
ル
ソ
ン
、
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
、
ロ
イ
ド
・
ヂ
ョ
ル
ジ
等
の
蓋
力
空
し
か
ら
ず
、
休
戦
条
約
後
六
ヶ
月

の
末
漸
く
平
和
条
件
の
議
は
纏
っ
た
れ
ど
、
独
逸
は
容
易
に
之
を
受
け
納
め
る
る
の
様
子
が
見
え
な
か
っ
た
、
然
る
に
世
界
の

大
勢
に
は
抗
し
が
た
く
独
逸
も
遂
に
屈
服
し
、
六
月
二
十
八
日
を
以
て
連
合
国
と
独
逸
と
の
条
約
の
調
印
を
見
る
事
が
で
き
た

の
は
実
に
慶
賀
す
べ
き
事
で
あ
る
。
…
…

講
和
会
議
中
ウ
ヰ
ル
ソ
ン
の
主
張
に
か
か
は
る
国
民
の
自
決
な
る
も
の
が
予
期
し
な
か
っ
た
地
方
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
又
或

る
者
は
之
を
誤
解
誤
用
し
て
処
々
に
於
て
面
白
か
ら
ざ
る
の
騒
擾
を
引
起
し
た
の
で
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト
に
於
け
る
騒
擾
事
件
又

印
度
に
於
け
る
独
立
運
動
も
其
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
朝
鮮
に
於
け
る
騒
擾
は
其
中
最
も
大
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
来
朝
鮮
の

統
治
に
は
よ
ろ
し
き
を
得
ざ
る
も
の
あ
り
、
又
時
勢
に
と
も
な
は
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
事
は
勿
論
で
あ
る
が
、
其
暴
動
を
鎮
定

す
る
に
あ
た
っ
て
軍
隊
を
用
ひ
た
一
時
は
世
界
の
批
難
を
来
た
し
た
所
以
で
、
遺
憾
少
か
ら
ざ
る
こ
と
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

最
初
こ
の
暴
動
事
件
の
報
道
が
内
地
に
伝
は
る
や
政
府
に
て
此
が
詳
報
を
新
聞
に
掲
載
す
る
を
許
さ
な
か
っ
た
た
め
、
色
々

と
誤
報
が
伝
は
り
殊
に
米
国
な
ど
に
は
種
々
誤
っ
た
報
道
が
伝
へ
ら
れ
て
今
に
こ
の
事
件
の
真
相
が
明
白
な
ら
ざ
る
点
あ
る
は

遺
憾
の
事
と
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
然
れ
ど
も
此
の
暴
動
の
結
果
朝
鮮
の
統
治
者
に
更
迭
を
来
し
、
又
統
治
の
方
針
に
大
い
な

る
改
善
を
見
る
に
至
っ
た
事
は
賀
す
べ
き
事
と
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

国
際
連
盟
の
効
果
如
何
、
他
日
を
以
っ
て
判
断
す
べ
き
事
な
れ
共
、
こ
れ
が
た
め
世
界
一
般
に
平
和
の
気
分
を
来
し
、
之
と

共
に
世
界
改
造
な
る
も
の
が
到
る
所
に
叫
ば
る
る
に
至
っ
た
事
は
最
も
喜
ぶ
べ
き
事
と
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
世
界
改
造
と
共
に

各
国
に
勃
興
し
来
っ
た
の
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
民
本
主
義
）
の
精
神
で
あ
る
、
軍
国
主
義
的
官
僚
政
治
は
い
づ
れ
の
国
に
於
て

も
最
早
や
跡
を
絶
つ
に
至
る
べ
き
は
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
所
で
あ
っ
て
、
我
国
に
於
て
も
今
後
出
版
、
言
論
、
集
会
の
自
由
が
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益
々
拡
張
せ
ら
れ
、
早
晩
普
通
選
挙
の
実
施
を
見
る
に
至
る
は
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
で
あ
る
。
此
外
労
働
問
題
、
婦
人
問
題
、

社
会
問
題
、
矯
風
問
題
が
盛
に
講
究
せ
ら
れ
る
に
至
る
は
此
亦
明
白
な
る
事
で
あ
る
。

然
れ
ど
も
改
造
の
根
本
義
は
宗
教
に
於
け
る
改
造
で
な
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
米
国
に
て
は
此
春
以
来
基
督
教
会
各
派
の
間
に

於
て
し
き
り
に
と
な
へ
ら
れ
て
居
る
の
は
各
派
共
同
世
界
運
動
で
あ
る
。
…
…
各
派
共
同
世
界
運
動
は
我
国
の
伝
道
に
何
程
の

影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
か
、
此
は
将
来
の
問
題
な
れ
共
、
我
国
の
教
会
は
す
で
に
平
和
克
服
後
の
新
気
運
に
襲
は
れ
て
居
る
は
疑

ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
で
あ
る
。
其
第
一
歩
は
各
教
会
内
に
於
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
叫
び
で
あ
る
、
即
ち
従
来
の
階
級
制
度
を
打

破
し
て
平
信
徒
の
勢
力
を
拡
張
し
青
年
教
役
者
の
飛
躍
を
図
ら
ん
と
す
る
も
の
で
、
本
年
九
月
末
よ
り
十
月
初
に
大
阪
に
開
か

れ
た
日
本
組
合
基
督
教
会
の
教
師
会
及
び
総
会
に
於
て
此
の
兆
候
は
著
し
く
現
は
れ
た
、
先
づ
こ
れ
ま
で
は
教
師
会
に
於
て
講

演
を
な
す
も
の
は
多
く
先
輩
教
師
で
あ
っ
た
が
、
本
年
は
先
輩
の
教
師
は
大
概
沈
黙
を
守
り
講
演
を
な
し
議
論
を
戦
は
し
た
の

は
多
く
青
年
の
教
役
者
で
あ
っ
た
。
又
総
会
に
於
て
も
議
長
を
選
ぶ
に
先
輩
の
人
を
挙
ぐ
る
事
を
せ
ず
、
中
年
教
役
者
の
澤
村

重
雄
君
の
如
き
人
を
挙
げ
た
の
は
一
つ
の
新
現
象
と
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
同
じ
傾
向
は
日
本
基
督
教
会
の
大
会
に
も
現
れ
、
今

回
大
会
議
長
に
挙
げ
ら
れ
た
の
は
青
年
教
役
者
秋
月
致
君
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
気
分
の
著
し
く
現
れ
た
の
は
日
本
メ
ソ
ジ
ス

ト
教
会
の
総
会
で
あ
っ
て
、
青
年
代
員
の
気
炎
中
々
盛
に
し
て
あ
た
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
り
、
而
し
て
監
督
の
選
挙
に
於

て
比
較
的
若
輩
で
あ
る
鵜
崎
庚
午
郎
君
は
大
多
数
を
も
っ
て
当
選
さ
れ
た
、
此
の
気
分
の
普
及
が
教
会
全
体
の
進
歩
発
展
を
来

し
た
の
は
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
で
あ
る
。

平
和
克
復
と
共
に
我
国
に
も
世
界
主
義
の
勝
利
を
来
し
、
我
国
民
の
間
に
於
て
世
界
意
識
の
勃
興
を
見
る
は
明
か
な
る
こ
と

で
あ
っ
て
此
れ
が
為
め
吾
人
が
長
い
間
戦
い
来
っ
た
偏
狭
な
る
国
民
思
想
は
一
掃
せ
ら
る
る
に
至
る
や
疑
ひ
な
い
、
是
と
同
時

に
世
界
改
造
の
叫
び
が
精
神
界
の
事
に
も
及
び
、
人
心
の
動
揺
を
来
す
は
予
期
す
べ
き
事
で
あ
れ
ば
、
今
後
の
伝
道
即
ち
教
会

の
進
歩
発
展
は
必
ず
著
し
き
者
あ
り
や
こ
れ
又
疑
ひ
な
い
所
で
あ
る
。
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要
す
る
に
今
日
の
必
要
は
教
会
信
徒
の
覚
醒
で
あ
る
。
教
会
信
徒
さ
へ
覚
醒
し
そ
の
責
任
を
果
た
す
に
於
て
は
其
発
展
は
間

違
な
い
も
の
で
我
基
督
教
会
の
前
途
の
有
望
な
る
は
春
の
海
の
如
き
も
の
で
あ
ら
ふ
）
14
（

。

こ
れ
は
当
時
の
日
本
キ
リ
ス
ト
教
界
の
有
力
な
指
導
者
の
一
人
で
、
組
合
教
会
の
牧
師
で
あ
っ
た
小
崎
弘
道
の
筆
に
な
る
文
章
で
あ
る
。

掲
載
誌
の
性
格
と
緒
言
と
い
う
位
置
づ
け
か
ら
し
て
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
識
者
の
見
解
を
代
表
す
る
と
み
な
さ
れ
得
る
。
こ
の
文
章
内
容

に
対
す
る
批
判
的
な
疑
問
を
以
下
三
点
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
点
は
、
大
戦
終
結
後
の
パ
リ
講
和
会
議
で
、「
ウ
ヰ
ル
ソ
ン
の

主
張
に
か
か
は
る
国
民
の
自
決
な
る
も
の
が
予
期
し
な
か
っ
た
地
方
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
」
た
と
し
、
三
・
一
運
動
に
代
表
さ
れ
る
韓
国
の

独
立
運
動
を
「
其
中
最
も
大
な
る
も
の
」
と
何
ら
説
得
力
あ
る
根
拠
を
示
す
こ
と
な
く
断
じ
た
こ
と
。
次
に
論
者
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
観
が
、

我
々
の
確
認
し
て
き
たLiberal D

em
ocracy 

と
は
似
て
非
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
、
こ
れ
が
第
二
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
世
界
改
造

と
共
に
各
国
に
勃
興
し
来
っ
た
の
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
民
本
主
義
）
の
精
神
で
あ
る
」
と
の
表
現
に
現
れ
る
訳
語
の
問
題
と
、「
我
国
に
於

て
も
今
後
出
版
、
言
論
、
集
会
の
自
由
が
益
々
拡
張
せ
ら
れ
」
と
述
べ
る
自
由
理
解
の
問
題
と
が
所
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
点
と
し
て

「
改
造
の
根
本
義
は
宗
教
に
於
け
る
改
造
で
な
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
の
主
張
が
具
体
的
に
は
い
か
な
る
内
実
を
有
し
得
て
い
た
か
と
い
う

点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
順
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

ま
ず
ウ
ィ
ル
ソ
ン
〈
民
族
自
決
〉
論
の
予
期
し
な
か
っ
た
悪
影
響
と
し
て
、
韓
国
の
独
立
運
動
が
発
生
し
た
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
で
あ

る
。
当
時
の
国
際
政
治
情
勢
下
で
の
韓
国
独
立
の
実
現
可
能
性
と
い
う
議
論
と
は
別
に
、
独
立
運
動
、
特
に
三
・
一
運
動
等
の
思
想
的
契
機

に
民
族
自
決
論
が
影
響
し
た
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
事
実
で
あ
り
、
両
者
が
呼
応
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。
さ

ら
に
小
崎
は
韓
国
の
独
立
運
動
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
軍
隊
に
よ
る
虐
殺
的
弾
圧
に
言
及
す
る
こ
と
も
な
く
、
朝
鮮
総
督
の
交
代
に

よ
り
武
断
統
治
か
ら
文
化
統
治
へ
と
転
換
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
「
賀
す
べ
き
事
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
こ
に
は
朝
鮮
総
督
府
の
統
治

方
法
に
行
き
過
ぎ
た
面
が
あ
っ
た
と
い
う
次
元
で
の
反
省
な
い
し
批
判
は
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
日
本
の
韓
半
島
支
配
そ
れ
自
体
を
誤
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り
と
す
る
認
識
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
予
期
し
な
か
っ
た
悪
影
響
」
と
い
う
言
説
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
第
二
点
の
疑
問
と
関
連
し
合
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
文
中
で
論
じ
ら
れ
、
当
時
の
日
本
社
会
一
般
に
行
き
渡
っ
て
い
た
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
理
解
がLiberal D

em
ocracy

と
は
隔
た
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
実
は
韓
半
島
が
激
動
の
中
に
あ
る
ま
さ
に
こ
の
時

代
、
日
本
は
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
謳
歌
す
る
文
化
的
・
社
会
的
風
潮
の
只
中
に
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と

称
さ
れ
て
い
る
内
容
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
天
皇
元
号
「
大
正
」
と
結
合
し
て
の
呼
称
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、

「
民
本
主
義
」
と
ま
で
し
か
訳
し
得
な
い
構
造
的
問
題
が
伏
在
し
て
い
る
。
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
思
想
的
中
心
人
物
は
、
キ
リ
ス

ト
者
で
あ
り
東
京
帝
国
大
学
の
政
治
学
教
授
で
あ
っ
た
吉
野
作
造
で
あ
る
。
韓
国
と
の
関
係
に
あ
っ
て
は
、
日
本
組
合
教
会
の
朝
鮮
伝
道
に

対
し
、
批
判
を
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
吉
野
の
思
想
を
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
は
し
な
い
）
15
（

が
、
彼
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

訳
語
と
し
て
「
民
本
主
義
」
を
当
時
の
日
本
に
定
着
さ
せ
た
こ
と
は
、
現
代
か
ら
振
り
返
っ
て
み
る
な
ら
ば
や
は
り
大
き
な
問
題
を
孕
ん
だ

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
し
て
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
＝
民
本
主
義
」
言
説
に
対
し
、
同
時
代
に
あ
っ
て
異
議
を
唱
え
た
の
は
、
組
合
教
会
の
朝
鮮
伝
道
批
判
で
は
吉

野
と
共
闘
し
た
柏
木
義
円
で
あ
っ
た
。「
一
言
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
…
…
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
民
主
々
義
と
訳
す
る
を
躊
躇
し
て

民
本
主
義
と
云
ひ
、
我
国
の
聖
主
は
民
は
国
の
本
と
な
り
と
仰
せ
ら
れ
、
東
洋
に
も
古
よ
り
民
本
主
義
は
あ
り
た
り
な
ど
、
妥
協
的
の
言
を

為
す
者
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
所
謂
専
制
君
主
の
善
政
は
、
皆
斯
る
意
味
に
於
て
の
民
本
主
義
で
あ
る
が
、
併
し
之
を
謂
っ
て
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
と
云
ふ
に
至
て
は
堅
白
同
異
の
詭
弁
で
あ
る
。
此
の
意
味
に
於
て
の
民
本
主
義
は
、
甞
て
良
心
の
自
由
、
信
仰
の
自
由
、
思
想
の
自

由
、
人
民
参
政
の
権
利
を
認
め
な
い
。
人
民
を
愛
す
る
も
犬
猫
を
愛
す
る
愛
の
み
、
甞
て
人
民
に
尊
厳
侵
す
可
ら
ざ
る
も
の
あ
る
を
認
め
て

之
を
重
ん
ず
る
の
で
は
な
い
。
若
し
之
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
云
は
ば
、
此
れ
似
而
非
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
。
真
に
国
家
を
し
て
威
重
あ
る

国
家
た
ら
し
め
ん
と
な
ら
ば
、
大
に
真
誠
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
即
ち
民
主
々
義
を
発
揮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
）
16
（

」。
こ
の
柏
木
の
主
張
を
一
読
す
る
な

ら
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
解
に
関
す
る
小
崎
と
の
相
違
は
明
快
で
あ
る
。
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両
者
の
相
違
が
歴
然
と
現
れ
出
て
い
る
の
は
、
自
由
の
権
利
理
解
に
つ
い
て
で
あ
る
。D

em
ocracy 

は
語
源
的
意
味
か
ら
し
て
、
民
衆

が
力
（
主
権
）
を
保
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
為
政
者
は
民
衆
の
信
託
を
受
け
、
民
衆
の
自
由
を
擁
護
す
る
こ
と
に
奉
仕
す
る
存
在
と
な
る

（
冒
頭
部
で
引
用
し
た
日
本
国
憲
法
前
文
に
は
そ
の
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る
）。
柏
木
は Liberal D

em
ocracy

の
こ
の
本
旨
か
ら
し
て
、「
専

制
君
主
の
善
政
」〔
善
政
で
あ
っ
た
と
し
て
も
〕
を
し
て
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
称
す
る
の
は
「
詭
弁
」
に
過
ぎ
な
い
と
明
言
す
る
。
仮
に

君
主
の
恩
賜
に
よ
り
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
基
盤
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
で
柏

木
は
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。「
人
民
を
愛
す
る
も
犬
猫
を
愛
す
る
愛
の
み
、
甞
て
人
民
に
尊
厳
侵
す
可
ら
ざ
る
も
の
あ
る
を
認
め
て
之

を
重
ん
ず
る
の
で
は
な
い
」。
す
な
わ
ち
恩
賜
の
人
権
な
る
も
の
は
、
飼
い
主
が
ペ
ッ
ト
を
愛
で
る
よ
う
な
も
の
で
、
主
君
の
側
の
都
合
で

い
か
よ
う
に
も
制
限
さ
れ
、
規
制
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し Liberal D

em
ocracy 

が
そ
の
名
称
に
よ
っ
て
体
現
し
て
い
る
自
由
と

は
「
人
民
に
尊
厳
侵
す
可
ら
ざ
る
も
の
あ
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
生
得
権
で
あ
る
基
本
的
人
権
と
し
て
の
自
由
に
他
な
ら
ず
、
何
人
も
こ
れ
を

簒
奪
し
た
り
制
限
し
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
性
質
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
相
違
を
意
図
的
に
か
妥
協
的
に
か
曖
昧
に
す
る
民

本
主
義
論
を
、
柏
木
は
「
似
而
非
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
他
な
ら
な
い
と
強
い
調
子
で
非
難
し
、
喝
破
し
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
残
念
な
が

ら
、
当
時
の
日
本
キ
リ
ス
ト
教
界
そ
し
て
組
合
教
会
の
中
で
も
、
柏
木
の
主
張
は
主
流
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
「
民
本
主
義
＝
似
而
非
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
「
真
誠
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
＝Liberal D

em
ocracy

を
峻
別
し
得
な
い
、
大

正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
下
の
思
惟
構
造
に
お
い
て
は
、
欽
定
憲
法
で
あ
る
大
日
本
帝
国
憲
法
下
で
「
安
寧
秩
序
を
妨
げ
な
い
限
り
」
と
の
制
限

つ
き
で
付
与
さ
れ
た
自
由
が
、
基
本
的
人
権
と
し
て
の
自
由
権
の
保
証
で
は
な
い
と
い
う
事
実
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
会
が
そ
の
事
実
を
認
識
し
得
な
か
っ
た
こ
と
が
悲
劇
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
らLiberal D

em
ocracy

を
基
礎

づ
け
る
自
由
権
と
は
、
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
「
信
教
の
自
由
」
を
求
め
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
た
ち
に
淵
源
し
、
そ
の
中
の
あ
る
者
は

「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
」
の
主
体
的
担
い
手
と
な
り
、
ま
た
あ
る
者
は
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
建
国
」
の
担
い
手
と
な
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
こ

そ
ア
メ
リ
カ
を
経
由
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
日
韓
キ
リ
ス
ト
教
会
の
父
祖
た
ち
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
教
会
的
―
歴
史
的
由
来
か
ら
切
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断
さ
れ
て
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
が
理
解
さ
れ
た
と
き
、
韓
半
島
に
お
け
る
日
本
統
治
を
ト
ー
タ
ル
か
つ
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
批
判
し
得
る
論
理
は

喪
失
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
論
じ
来
る
な
ら
ば
、
先
に
挙
げ
た
小
崎
へ
の
第
三
の
疑
問
点
に
つ
い
て
は
、
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
「
世
界

改
造
の
根
本
義
は
宗
教
に
於
け
る
改
造
」
と
述
べ
る
。
実
は
こ
の
「
世
界
改
造
」
と
い
う
用
語
は
、
先
の
三
・
一
運
動
「
宣
言
書
」
の
文
中

に
も
登
場
す
る
。
し
か
し
そ
の
含
意
は
換
骨
奪
胎
さ
れ
、
内
実
は
希
薄
化
し
、
教
会
内
部
の
「
階
級
制
度
を
打
破
」
す
る
こ
と
と
し
て
、
指

導
的
教
役
者
の
世
代
交
代
や
信
徒
活
動
の
活
性
化
が
提
唱
さ
れ
る
程
度
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
は Liberal D

em
ocracy 

を
教
会

が
社
会
倫
理
的
に
基
礎
づ
け
る
可
能
性
、
換
言
す
れ
ば
「
宗
教
に
於
け
る
世
界
改
造
」
が
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
社
会
倫
理
と
し
て
の
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
論
へ
展
開
さ
れ
る
道
筋
は
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

Ⅳ
．
む
す
び
と
し
て
――
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
韓
日
教
会
、
二
一
世
紀
の
北
東
ア
ジ
ア

以
上
の
論
考
の
結
論
は
、
要
約
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
一
九
一
〇
年
代
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
会
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
語
は

知
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
らLiberal D

em
ocracy

の
歴
史
動
向
か
ら
切
断
さ
れ
た
そ
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
は
そ
も
そ
も
、
大
日
本
帝

国
憲
法
体
制
を
突
破
し
て
い
く
力
を
持
ち
得
ず
、
最
終
的
に
は
体
制
に
順
応
し
埋
没
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、

Liberal D
em

ocracy 

は
そ
の
後
の
歴
史
展
開
を
通
し
、
一
九
四
五
年
以
降
に
お
け
る
両
国
憲
法
の
根
本
理
念
と
な
っ
た
。
そ
し
てLiberal 

D
em

ocracy 

発
祥
の
由
来
を
持
つ
共
同
体
と
し
て
、
教
会
は
こ
の
社
会
体
制
を
支
え
る
責
務
を
負
う
。「
社
会
的
自
由
」
を
根
底
で
支
え
る

「
福
音
的
自
由
」
の
意
味
が
再
発
見
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
九
一
九
年
の
三
・
一
運
動
は
、
独
立
の
成
果
を
直
ち
に
手
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
そ
の
思
想
と
精
神
は
継
承
さ
れ
、
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一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
の
光
復
へ
と
至
っ
た
こ
と
は
、
大
韓
民
国
憲
法
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
ウ
ィ

ル
ソ
ン
の
側
か
ら
事
態
を
観
察
し
て
み
て
も
、〈
民
族
自
決
〉
理
念
は
当
時
の
国
際
情
勢
の
パ
ワ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
の
中
で
完
全
な
る
達
成
を

見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、
大
戦
後
の
平
和
保
持
機
構
と
し
て
の
〈
国
際
連
盟
〉
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
自
体
が
議
会
の
反
対
に
よ
り
加

盟
で
き
ず
、
後
に
な
っ
て
は
常
任
理
事
国
で
あ
っ
た
日
本
が
脱
退
す
る
な
ど
し
て
安
定
性
を
欠
き
、
再
度
の
世
界
大
戦
を
防
止
す
る
に
は
至

ら
な
か
っ
た
。

け
れ
ど
も
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
追
求
し
た
平
和
的
な
国
際
秩
序
の
構
築
、
ま
た
「
民
主
主
義
に
と
っ
て
世
界
を
安
全
な
も
の
と
す
る
」
こ
と
へ

の
挑
戦
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
ま
で
亘
る
ア
メ
リ
カ
国
際
外
交
の
課
題
と
な
っ
た
。
第
二
次
大
戦
時
一
九
四
一
年
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大

統
領
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
「
四
つ
の
自
由
」
演
説
を
な
し
、「
言
論
の
自
由
・
信
仰
の
自
由
・
恐
怖
か
ら
の
自
由
・
欠
乏
か

ら
の
自
由
」
が
「
世
界
到
る
と
こ
ろ
」
で
実
現
す
る
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
は
念
願
す
る
と
述
べ
た
。
こ
の
主
張
は
、
大
西
洋
憲
章
や
連
合
国
宣

言
に
も
含
ま
れ
、
大
戦
中
の
連
合
国
の
思
想
的
基
盤
、
戦
後
の
国
際
連
合
の
思
想
と
も
な
っ
た
）
17
（

。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
決
し
て
ア
メ
リ
カ
一

国
の
理
念
に
留
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
志
向
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

他
方
、
日
本
の
そ
の
後
の
歩
み
は
ど
う
な
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
一
九
年
の
時
点
で
小
崎
が
楽
観
的
に
期
待
し
た
よ
う
な
、
自

由
の
拡
張
の
方
向
へ
日
本
の
歴
史
は
向
か
わ
な
か
っ
た
。「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
で
経
験
さ
れ
た
自
由
な
雰
囲
気
は
、
第
一
次
大
戦
後
の

不
況
さ
ら
に
は
一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災
後
の
社
会
混
乱
を
契
機
に
急
速
に
消
滅
し
て
い
っ
た
。
関
東
大
震
災
の
後
、
天
皇
は
「
国
民
精

神
作
興
ノ
詔
書
）
18
（

」
を
発
し
、
従
来
の
精
神
状
況
を
軽
薄
な
風
潮
と
断
じ
、
震
災
の
困
難
に
際
し
て
、
今
後
の
綱
紀
粛
正
、
天
皇
と
臣
民
の
協

賛
に
よ
る
国
民
精
神
の
発
揚
を
促
し
、「
臣
民
其
レ
之
ヲ
勉
メ
ヨ
」
と
述
べ
た
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
敵
視
さ
れ
、
天
皇
中
心
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
が
興
隆
し
て
い
く
精
神
状
況
が
生
じ
た
。
そ
れ
と
時
を
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
国
際
関
係
に
お
い
て
は
、
日
英
同
盟
が
一
九
二
三
年
八

月
一
七
日
を
も
っ
て
失
効
し
、
日
本
と
「
連
合
国
」
と
の
紐
帯
が
失
わ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
日
本
は
、
反 Liberal D

em
ocracy 

陣
営
に
立

つ
結
果
と
な
っ
た
。
歴
史
は
さ
ら
に
一
九
二
五
年
に
治
安
維
持
法
制
定
（
普
通
選
挙
法
成
立
と
併
せ
て
）、
一
九
二
九
年
に
は
世
界
恐
慌
、
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そ
の
後
の
日
本
は
十
五
年
戦
争
・
第
二
次
世
界
大
戦
へ
と
突
き
進
み
、
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
の
敗
戦
に
至
り
、
こ
の
体
制
が
終
焉
を
迎

え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

時
こ
こ
に
至
っ
て
、
本
稿
の
冒
頭
に
掲
げ
た
韓
日
両
国
の
憲
法
へ
と
立
ち
戻
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
以
降
の
歴
史
に

お
い
て
、
韓
国
と
日
本
はLiberal D

em
ocracy

の
憲
法
理
念
を
共
有
す
る
両
国
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
無
論
そ
こ
へ
至
る
歴

史
的
流
れ
は
両
国
で
根
本
的
に
逆
で
あ
っ
た
。
韓
国
に
と
っ
て
は
三
・
一
運
動
以
来
の
「
自
由
民
主
的
基
本
秩
序
」
の
希
求
が
実
現
し
た
日

と
し
て
の
「
光
復
」
で
あ
り
、
他
方
の
日
本
は
、「
四
つ
の
自
由
」
を
掲
げ
る
連
合
国
に
抗
し
て
戦
い
、
敗
戦
「
降
伏
」
に
よ
っ
て
根
本
的

に
変
革
さ
れ
てLiberal D

em
ocracy 

を
基
礎
構
造
と
し
て
受
け
容
れ
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
が
本
共
同
研
究
の
目
標
と
し
て
、Liberal D

em
ocracy 

を
共
通
基
盤
と
し
、「
未
来
形
成
的
す
な
わ
ち
政
策

化
さ
れ
る
研
究
」
を
掲
げ
る
理
由
は
、
以
上
の
よ
う
な
歴
史
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
次
年
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
主
題

「
一
九
四
五
年
以
降
両
国
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
憲
法
と
キ
リ
ス
ト
教
会
」
と
の
設
定
に
は
、
北
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る Liberal D

em
ocracy 

の

定
着
に
教
会
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
得
る
か
と
の
社
会
倫
理
的
課
題
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
一
九
四
五
年
以
降
、
日
本
の
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
教
会
はLiberal D

em
ocracy 

を
自
家
の
教
会
史
的
伝
統
に
由
来
す
る
社
会
倫
理
と
し
て
明
確
に
意
識
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
韓
国
で
の
状
況
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
次
年
度
の
共
同
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。

最
後
に
、
日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
本
年
三
月
一
一
日
の
大
地
震
（
日
本
で
は
、
津
波
や
原
子
力
発
電
所
事
故
等
に
よ
る
引
き
続
く

災
害
を
も
含
め
「
東
日
本
大
震
災
」
と
総
称
さ
れ
て
い
る
）
を
ふ
ま
え
、
教
会
の
責
務
を
思
う
と
き
、
私
に
は
あ
る
旧
約
聖
書
の
言
葉
が
想

起
さ
れ
て
な
ら
な
い
。「
あ
な
た
は
王
宮
に
い
る
ゆ
え
、
す
べ
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
異
な
り
、
難
を
免
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
。

あ
な
た
が
も
し
、
こ
の
よ
う
な
時
に
黙
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
ほ
か
の
所
か
ら
、
助
け
と
救
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
た
め
に
起
る
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
あ
な
た
と
あ
な
た
の
父
の
家
と
は
滅
び
る
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
が
こ
の
国
に
迎
え
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
時
の
た
め
で
な
か
っ
た

と
だ
れ
が
知
り
ま
し
ょ
う
」（
エ
ス
テ
ル
記
四
章
一
三
〜
一
四
節
・
口
語
訳
）。
本
稿
で
は
、
か
つ
て
の
日
本
社
会
が
、
不
況
と
関
東
大
震
災
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を
契
機
と
し
て
自
由
を
喪
失
し
、
天
皇
中
心
的
な
精
神
統
合
へ
と
絡
み
取
ら
れ
て
い
っ
た
歴
史
的
経
緯
を
観
察
し
た
。
そ
こ
か
ら
現
在
の
日

本
を
捉
え
返
す
と
き
、
社
会
諸
状
況
の
符
合
が
読
み
取
ら
れ
る
。
世
界
的
な
不
況
が
あ
り
、
震
災
に
よ
る
社
会
不
安
が
起
こ
り
、
偏
狭
で
排

他
的
で
さ
え
あ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
訴
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
日
本
が
一
九
四
五
年
以
前
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
自
由

抑
圧
社
会
に
陥
る
こ
と
を
防
い
で
い
る
の
は
、Liberal D

em
ocracy 

を
基
盤
と
し
た
「
日
本
国
憲
法
」
の
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は

憲
法
の
力
で
あ
っ
て
、
教
会
の
力
で
は
な
い
。
教
会
は
そ
の
歴
史
的
由
来
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
の
社
会
倫
理
姿
勢
が
未
確
立
の
状
態
に

あ
る
。
そ
こ
で
先
の
聖
句
が
、
厳
し
い
問
い
か
け
と
し
て
響
い
て
く
る
の
で
あ
る
。「
神
の
助
け
と
救
い
は
、
ほ
か
の
所
か
ら
起
こ
り
、
わ

れ
わ
れ
教
会
は
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
」
と
。
日
本
の
教
会
がLiberal D

em
ocracy 

を
自
覚
的
に
社
会
倫
理
姿
勢
と
し
て
保
持

し
、
北
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
形
成
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
願
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
注

（
1
） 

初
宿
正
典
・
辻
村
み
よ
こ
編
『
新
解
説
世
界
憲
法
集
』
三
省
堂
、
二
〇
〇
六
年
、
三
六
八
頁
。

（
2
） 

石
原
謙
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
論
』
新
教
出
版
社
、
一
九
六
七
年
、
参
照
。

（
3
） 

土
肥
昭
夫
『
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
史
論
』
教
文
館
、
一
九
八
七
年
、
特
に
「
戦
後
に
お
け
る
日
韓
両
教
会
の
交
流
」
三
五
七

―
三
六
九
頁
参
照
。

（
4
） 

임
희
국
「
歴
史
の
中
で
の
公
的
役
割
」『
第
四
八
回
セ
ム
ナ
ン
教
会
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
学
術
講
座
論
稿
集
』
二
〇
一
一
年
、
八
四
頁
。
日
本
語
訳

は
山
本
文
に
よ
る
。

（
5
） 

植
村
正
久
「
朝
鮮
陰
謀
事
件
」（『
福
音
新
報
』
一
九
一
二
―
大
正
元
年
）『
植
村
正
久
著
作
集
2
』
新
教
出
版
社
、
一
九
六
六
年
、
二
六
三
―
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二
六
四
頁
。

（
6
） 
植
村
「
朝
鮮
陰
謀
事
件
」『
植
村
正
久
著
作
集
2
』
二
六
五
―
二
六
六
頁
。

（
7
） 
彼
は
長
老
派
教
会
の
牧
師
の
息
子
で
あ
り
、
歴
史
学
者
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
彼
の
家
庭
背
景
か
ら
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
伝
統
が
窺
え
る
。
大

統
領
に
な
る
前
に
は
母
校
で
あ
る
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
の
学
長
を
務
め
た
。
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
創
立
一
五
〇
周
年
記
念
祭
で
の
演
説
で
「
ア

メ
リ
カ
の
国
内
拡
張
の
時
代
は
終
わ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
の
よ
り
困
難
な
時
代
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
は
注
意
深
い
思
想
と
摂
理
と
賢
明
な
経
綸

が
必
要
で
あ
る
」
と
述
べ
た
人
物
で
あ
り
、
合
衆
国
大
統
領
と
し
て
も
同
じ
信
念
に
立
っ
て
、
新
国
際
秩
序
を
提
唱
し
た
と
解
さ
れ
る
。
古
屋

安
雄
『
大
学
の
神
学
――
明
日
の
大
学
を
め
ざ
し
て
』
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
九
三
年
、
六
九
―
七
一
頁
参
照
。

（
8
） 

長
田
彰
文
『
日
本
の
朝
鮮
統
治
と
国
際
関
係
――
朝
鮮
独
立
運
動
と
ア
メ
リ
カ
一
九
一
〇
―
一
九
一
二
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
五
年
、
七
二
頁
。
な

お
三
・
一
運
動
へ
と
至
る
国
際
政
治
上
の
諸
事
象
に
つ
い
て
、
本
稿
は
こ
の
書
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

（
9
） 

임
희
국
「
歴
史
の
中
で
の
公
的
役
割
」『
第
四
八
回
セ
ム
ナ
ン
教
会
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
学
術
講
座
論
稿
集
』
八
四
―
八
五
頁
。

（
10
） 

長
田
『
日
本
の
朝
鮮
統
治
と
国
際
関
係
』
一
四
五
―
一
四
六
頁
。

（
11
） 

임
희
국
「
歴
史
の
中
で
の
公
的
役
割
」『
第
四
八
回
セ
ム
ナ
ン
教
会
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
学
術
講
座
論
稿
集
』
八
五
頁
。
な
お
参
加
者
数
や
逮
捕
者

数
に
つ
い
て
は
、
依
拠
す
る
資
料
や
研
究
者
の
見
解
に
よ
っ
て
相
違
が
あ
る
。

（
12
） 

土
肥
昭
夫
『
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
史
』
新
教
出
版
社
、
一
九
九
七
年
（
第
四
版
）、「
日
本
の
朝
鮮
統
治
と
キ
リ
ス
ト
教
」

三
〇
一
―
三
二
八
頁
。
金
田
隆
一
『
昭
和
日
本
基
督
教
会
史
』
一
九
九
六
年
、
二
三
〇
―
二
三
七
頁
、
ほ
か
。
な
お
、
こ
れ
ら
諸
先
行
研
究
の

見
解
に
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
同
意
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
13
） 

従
来
の
研
究
で
こ
の
文
章
が
着
目
さ
れ
な
か
っ
た
原
因
の
一
つ
は
、
小
川
圭
治
・
池
明
観
編
『
日
韓
キ
リ
ス
ト
教
関
係
史
資
料
一
八
七
六
―

一
九
二
二
』
新
教
出
版
社
、
一
九
八
四
年
に
未
収
録
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

（
14
） 

小
崎
弘
道
「〔
大
正
八
年
〕
基
督
教
年
鑑　

緒
言
」〔
日
本
基
督
教
会
同
盟
編
纂
〕『
復
刻
版　

基
督
教
年
鑑　

大
正
八
年
版
』
日
本
図
書
セ
ン

タ
ー
、
一
九
九
四
年
、
一
―
六
頁
。

（
15
） 

吉
野
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
解
を
主
題
的
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
近
藤
勝
彦
「
吉
野
作
造
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
キ
リ
ス
ト
教
」『
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
神
学
思
想
――
自
由
の
伝
統
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
』
教
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
四
六
四
―
四
九
七
頁
が
あ
る
。

（
16
） 

柏
木
義
円
「
君
主
国
体
と
民
主
々
義
（
一
九
一
九
―
大
正
八
年
）」『
柏
木
義
円
集
第
一
巻
』
未
來
社
、
一
九
七
七
〇
年
、
三
六
一
―
三
六
二
頁
。

ky5323b韓日教会d.indd   132 12.10.10   0:41:25 AM



133 1910年代の韓日教会とリベラル・デモクラシー

な
お
柏
木
は
自
由
の
具
体
的
諸
権
利
と
し
て
「
良
心
の
自
由
、
信
仰
の
自
由
、
思
想
の
自
由
、
参
政
権
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
の
フ
ラ

ン
ク
リ
ン
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
「
四
つ
の
自
由
」
と
も
共
鳴
す
る
も
の
で
、liberal dem

ocracy

へ
の
正
確
な
理
解
を
窺
わ
せ
る
。

（
17
） 
入
江
昭
「
新
・
日
本
の
外
交　

地
球
化
時
代
の
日
本
の
選
択
」
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
九
頁
参
照
。

（
18
） 

大
正
天
皇
（
摂
政
裕
仁
）
に
よ
る
「
国
民
精
神
作
興
ノ
詔
書
」（
一
九
一
三
年
―
大
正
一
二
年
一
一
月
一
〇
日
）
の
全
文
は
以
下
の
通
り
。

「
朕
惟
フ
ニ
国
家
興
隆
ノ
本
ハ
国
民
精
神
ノ
剛
健
ニ
在
リ
之
ヲ
涵
養
シ
之
ヲ
振
作
シ
テ
以
テ
国
本
ヲ
固
ク
サ
セ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
是
ヲ
以
テ
先
帝
意

ヲ
教
育
ニ
留
メ
サ
セ
ラ
レ
国
体
ニ
基
キ
淵
源
ニ
遡
リ
皇
祖
皇
宗
ノ
遺
訓
ヲ
掲
ケ
テ
其
ノ
大
綱
ヲ
昭
示
シ
タ
マ
ヒ
後
又
臣
民
ニ
詔
シ
テ
忠
実
勤
倹

ヲ
勧
メ
信
義
ノ
訓
ヲ
申
ネ
テ
荒
怠
ノ
誡
ヲ
垂
レ
タ
マ
ヘ
リ
是
レ
皆
道
徳
ヲ
尊
重
シ
テ
国
民
精
神
ヲ
涵
養
振
作
ス
ル
所
以
ノ
洪
謨
ニ
非
サ
ル
ナ
シ

爾
来
趨
向
一
定
シ
テ
効
果
大
ニ
著
レ
以
テ
国
家
ノ
興
隆
ヲ
致
セ
リ
朕
即
位
以
來
夙
夜
兢
兢
ト
シ
テ
常
ニ
紹
述
ヲ
思
ヒ
シ
ニ
俄
ニ
災
変
ニ
遭
ヒ
テ

憂
悚
交
々
至
レ
リ

輓
近
学
術
益
々
開
ケ
人
智
日
ニ
進
ム
然
レ
ト
モ
浮
華
放
縦
ノ
習
漸
ク
萌
シ
軽
佻
詭
激
ノ
風
モ
亦
生
ス
今
ニ
及
ヒ
テ
時
弊
ヲ
革
メ
ス
ム
ハ
或
ハ

前
緒
ヲ
失
墜
セ
ム
コ
ト
ヲ
恐
ル
況
ヤ
今
次
ノ
災
禍
甚
大
ニ
シ
テ
文
化
ノ
紹
復
国
力
ノ
振
興
ハ
皆
国
民
ノ
精
神
ニ
待
ツ
ヲ
ヤ
是
レ
実
ニ
上
下
協
戮

振
作
更
張
ノ
時
ナ
リ
振
作
更
張
ノ
道
ハ
他
ナ
シ
先
帝
ノ
聖
訓
ニ
恪
遵
シ
テ
其
ノ
実
効
ヲ
挙
ク
ル
ニ
在
ル
ノ
ミ
宜
ク
教
育
ノ
淵
源
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年 韓国教会／社会 日本教会／社会 韓日・世界情勢

1901

（明治）34

5. 28  済州島大教難（天
主教徒ら殺害される）
4長老会ミッション（ア
メリカ南北・豪・カナ
ダ）と朝鮮教会の合同
公議会を設置，朝鮮耶
蘇教長老会公議会と呼
称

安部磯雄・片山潜・木
下尚江ら社会民主党結
成

1902 アッペンツェラー逝去
崔柄憲牧師が後任とし
て貞洞第一監理教会の
担任牧師就任（韓国人
初の教会担任者）

日英同盟締結

1903 10. 28  皇城基督教青年
会（YMCA）発足

聖学院神学校開校

1904 2. 11  日本基督教会，秋
元茂雄を釜山派遣
5. 11  福音同盟会，軍隊
慰問で本多庸一，中田
重治を満州および朝鮮
へ派遣
6. 日本組合基督教会，
京城教会を設立

2. 10  日露戦争
8. 22  第一次日韓協約

1901～1923年・韓日教会関係史年表

作成：松本　周　
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年 韓国教会／社会 日本教会／社会 韓日・世界情勢

1905 長老教と監理教，連合
事業研究委員会を組織

セブランス医学専門学
校開校

10. 11 第19回日本基督
教会大会，各教会の
ミッションからの自給
独立の実行を決議
10. 20 第21回日本組合
基督教会総会，ミッ
ションからの独立を決
議

8. 12 第2次日英同盟協
約調印（イギリスのイ
ンドにおける特権と日
本の朝鮮に対する支配
権を認めあい，清国に
対する両国の機会均等
を定める）
9. 5  日露講和条約調
印。日比谷焼打事件
11. 17  第2次日韓協約
（乙巳条約）
12. 21  韓国統監府設置
（伊藤博文初代統監）

1906 聖書翻訳委員会公認の
「新約聖書」刊行

3. 31（日本）鉄道国有
法公布
9. 総督府機関紙「京城
日報」創刊
11. 26  南満州鉄道株式
会社設立

1907 1. 平壌，元山，ソウル，
木浦など大リヴァイバ
ル運動起る
9. 17  大韓イエス教長
老会創設
高宗譲位，純宗即位

4. 3  万国学生基督教青
年大会，東京で開催
5. 東洋宣教会，京城に
伝道館を開設
8. 28  加藤弘之『吾国
体と基督教』刊

7. 24  第 3次日韓協約
調印（韓国軍解散，内
政権を掌握）
7. 30  第 1次日露協約
調印
第2回ハーグ国際平和
会議（高宗の密書提出）

1908 長老教会と監理教会
「合同讃美歌」刊行

（日本）東洋拓殖株式
会社設立

1909 長老教会，東京（韓錫
晋牧師），済州島，ウ
ラジオストク宣教

10. 26  安重根，ハルピ
ン駅で伊藤博文を射殺
12. 4  一進会が日韓併
合請願声明書を発表
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年 韓国教会／社会 日本教会／社会 韓日・世界情勢

1910 6. エディンバラ第1回
世界宣教会議に尹致昊
参加

6. エディンバラ第1回
世界宣教会議に本多庸
一（メソジスト），井
深梶之助（日基），原
田助（組合），千葉勇
五郎（バプテスト）参
加
8. 15  柏木義円「伊藤
公を殺した安重根の信
仰」
9. 1  植村正久「大日本
の朝鮮」により『福音
新報』発売禁止

3. 28  李承晩「独立精
神」刊行
5. 25  大逆事件検挙
8. 22  韓国併合に関す
る日韓条約調印

1911 9. 寺内総督暗殺陰謀事
件（105人事件），160名
を検挙，被告中92名は
長老派の信徒。
旧約聖書完訳出版

4. 21  小崎弘道『基督
教と我国体』刊
6. 1  日本組合基督教会
「朝鮮伝道に関する宣
言」

4. 17  朝鮮総督府，土
地収用令制定
鴨緑江鉄橋竣工，朝鮮
と満州の鉄道連結
6. 1  日露逃亡犯罪人引
渡条約（韓国人越境対
策）
7. 13  第 3次日英同盟
調印
（中国）辛亥革命

1912

（大正）1

1. 朝鮮全羅南道，全羅
北道，平安北道の自由
派教会，組合教会に加
入
6. 28  「105人事件」判
決，尹致昊以下123名
起訴，105名に実刑宣
告

2. 25  神・仏・基三教
会同
7. 植村正久「福音新報」
で寺内総督暗殺陰謀事
件の検挙・取調べ等批
判

1. 1  中華民国成立
7. 30  大正へ改元
朝鮮，土地調査事業実
施（～18）
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年 韓国教会／社会 日本教会／社会 韓日・世界情勢

1913 4. 19  ソウル景福宮に
て日曜学校大会開催，
14,700名参集

1914 4. 15  柏木義円，組合
教会の朝鮮伝道方針を
非難
6. 26  日本組合基督教
会，朝鮮集中伝道

6. 28  第一次対戦勃発
8. 23  日本，ドイツヘ
宣戦布告し，参戦
11. 7  青島陥落

1915 1. 日本組合教会，ハン
グル「基督月報」発刊
8. 3  日本基督教会，朝
鮮中会設立

1. 18  日本，対華 21ヶ
条要求

1916 監理教・協成神学校「神
学世界」創刊

1917 8. 日本基督教会 31回
大会にて，学童への神
社参拝強制を，帝国憲
法の信教の自由を侵す
と決議
10. 29  日本基督教青年
会，軍隊慰問部を設け
る

3. ロシア2月革命
11. 7  レーニン，ソヴィ
エト政府成立（10月
革命）

1918 長老会神学校「神学指
南」創刊
11. 満州・ロシアなど
の独立運動家が大韓独
立宣言書（戊午独立宣
言書）発表

4. 30  東京女子大学開
校
8. 基督教青年会，シベ
リア派遣慰問事業

8. シベリア出兵
11. ドイツ革命，休戦
条約調印
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年 韓国教会／社会 日本教会／社会 韓日・世界情勢

1919 1. 21  高宗逝去
2. 8  韓国留学生600人
余が東京で独立宣言書
発表
3. 1  三・一独立運動，
「宣言書」民族代表33
名中，16名はキリスト
者とされる
4. 10～11  大韓民国臨
時政府（上海）発足
4. 15  水原の提岩教会
で日本軍による焼き討
ち事件
10. 長老会総会におい
て宣教師には発言権の
み与えることを決定

2. 11  日本基督教会同
盟，デモクラシーに関
する宣言を発表
3. 1  吉野作造「デモク
ラシーと基督教」を『新
人』に発表
5. 19  日本基督教会同
盟，三・一独立運動調
査のため石坂亀治らを
派遣（6. 11 帰国，総
督政治批判の報告書発
表）
5. 22  斉藤勇「或る殺
戮事件」（詩）『福音新
報』掲載
8. 6  第 18回日本宣教
師同盟会席上，朝鮮万
歳事件に関する討議，
日本官憲の過酷な鎮圧
に反省を迫る宣言採択

1. 18  パリ講和会議
ヴェルサイユ条約

1920 国際連盟成立

1921 韓国基督教青年会，世
界 YMCA連盟に直接
加入

12. 13  ワシントン会議
で日英米仏4ヶ国条約
成立し，日英同盟廃止
決定

1922

1923 9. 1  関東大震災 8. 17  日英同盟失効

〔参照年表〕
日本キリスト教歴史大事典別冊「日本キリスト教史年表」（教文館）
 I CUアジア文化研究所編「アジアにおけるキリスト教比較年表」（創文社）
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